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令和５年広審第３号 

裁    決 

引船Ａ引船列灯標衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

   

 本件について、当海難審判所は、理事官髙木省吾出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和３年１１月８日１８時４５分 

 瀬戸内海岡山水道 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 引船Ａ 

  総 ト ン 数 １９トン 

  全 長 １３.５０メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出 力 ８０８キロワット 
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船 種 船 名 はしけＢ        はしけＣ 

  全 長 ４５.００メートル    ３７.００メートル 

３ 事実の経過 

Ａは、船体中央部に操舵室を設け、同室前部中央に操舵スタンド、

その左舷側にレーダー及びＧＰＳプロッター、右舷側に機関遠隔操縦

装置をそれぞれ備えた２機２軸の鋼製引船で、ａ受審人ほか１人が乗

り組み、船首１.２メートル船尾２.４メートルの喫水をもって、作業

員１人を乗せて空倉のまま、船首０.７メートル船尾１.０メートルの

喫水となった非自航鋼製はしけＢを、その後方に作業員１人を乗せて

空倉のまま、船首１.０メートル船尾１.２メートルの喫水となった非

自航鋼製はしけＣを縦列でえい航し、Ａの船尾からＣの後端までの距

離が約１５０メートルの引船列（以下「Ａ引船列」という。）を構成

し、令和３年１１月８日１２時００分香川県坂出港を発し、阪神港大

阪区に向かった。 

ａ受審人は、単独で操船に当たり、香川県直島北方沖合を東行して

いたところ、南東寄りの風が強まり、携帯電話で気象情報を入手して

天候が悪化すると予想したので、岡山港で荒天避泊することとし、Ａ

に船舶その他の物件を引いている航行中の動力船の法定灯火を、Ｂ及

びＣに他の動力船に引かれている航行中の船舶その他の物件の法定灯

火をそれぞれ表示し、同港に向けて岡山県犬島南西方沖合を北上した。 

ところで、岡山水道は、児島半島の北東側からほぼ西方に向かって

岡山港に至る長さ約５海里、幅約９００メートルの水道で、同水道中

央部のツブシ礁灯標付近から西方海域の５メートル等深線に挟まれた

可航幅が、約２００メートルとなっていた。 

ａ受審人は、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、岡山水道

に入航したのち、岡山県小串港北部で岡山港を出港するフェリーを認
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め、同船とツブシ礁灯標付近で航過すると判断したことから、同水道

の右側端に寄って航行し、１８時３３分僅か過ぎ西大寺港九蟠東１号

防波堤灯台（以下「西大寺港灯台」という。）から２０１度（真方位、

以下同じ。）２４０メートルの地点で、針路を２６５度に定め、折か

らの南東風により右方に３度圧流されて４.３ノットの速力（対地速

力、以下同じ。）で、手動操舵により進行した。 

１８時４０分ａ受審人は、西大寺港灯台から２５６度１,０３０メ

ートルの地点に達したとき、ツブシ礁灯標まで５５０メートルとなり、

その後Ｃが右方に圧流されて同灯標に向かって接近する状況であった

が、反航するフェリーの動静に気をとられ、えい航しているはしけの

圧流によるツブシ礁灯標への接近状況を確かめるなど、船位の確認を

十分に行わなかったので、この状況に気付かないまま続航した。 

ａ受審人は、１８時４４分僅か過ぎ岡山水道の中央に戻すため左舵

をとったところ、１８時４５分西大寺港灯台から２６０度１,５７０

メートルの地点において、Ａ引船列は、船首が２４２度を向いたとき、

原速力のまま、Ｃの右舷船首部がツブシ礁灯標に衝突した。 

当時、天候は曇りで風力６の南東風が吹き、潮候は下げ潮の末期に

あたり、視界は良好で、岡山市に強風及び波浪注意報が発表されてい

た。 

ａ受審人は、Ｃ作業員から報告を受け、Ｃとツブシ礁灯標との衝突

を知った。 

衝突の結果、Ｃは右舷船首部外板に凹損等を生じたが、のち修理さ

れ、ツブシ礁灯標は上部構造物のコンクリートに亀裂、破損を伴う擦

過傷等を生じた。 

 

 （原因及び受審人の行為） 
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本件灯標衝突は、夜間、岡山水道において、南東寄りの強風が吹く

状況下、岡山港に向けて航行する際、船位の確認が不十分で、ツブシ礁

灯標に向かって進行したことによって発生したものである。 

ａ受審人は、夜間、岡山水道において、南東寄りの強風が吹く状況

下、岡山港に向けて航行する場合、ツブシ礁灯標に向かって接近するこ

とのないよう、えい航しているはしけの圧流による同灯標への接近状況

を確かめるなど、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しか

るに、同人は、反航するフェリーの動静に気をとられ、船位の確認を十

分に行わなかった職務上の過失により、Ｃが右方に圧流されてツブシ礁

灯標に向かって接近する状況となったことに気付かないまま進行し、同

灯標への衝突を招き、Ｃ及びツブシ礁灯標それぞれに損傷を生じさせる

に至った。 

以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

  令和５年８月２３日 

    広島地方海難審判所 

         審 判 官  永  本  和  寿 


